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６月１日(月)から令和８年度労働保険年度更新の申告・納付手続きが始まります 

～ 電子申請による申告が便利です ～ 

 
 労働保険（※１）年度更新（以下「年度更新」という。）は、４月１日から翌年３月 31 日ま

での１年間（保険年度）を単位として、毎年、前年度の確定保険料の精算と当年度の概算

保険料の申告及び納付を行う手続です（別添１参照）。 

 令和８年度の年度更新の手続き期間は、６月１日(月)から７月 10 日(金)までです。 

令和８年度の雇用保険料率について、全ての業種において昨年度から変更となっておりま

す（別添２参照）。 
なお、労災保険料率については、昨年度からの変更はありません。 
 
電子申請は、入力や計算が効率的に行えるなど、メリットがたくさんありますので、電子

申請の利用をお勧めしています。 

電子申請の未利用事業場には初期設定の代行サービスなどのアドバイザー事業を実施し

ています（別添３参照）。 

また、当局労働保険徴収室では電子申請体験コーナーを常設しており、電子申請の体験及

び職員から説明を受けながら実際に電子申請による手続きを行うことも可能です。 

年度更新に必要な書類は、厚生労働省（委託業者）から発送されます。 
なお、資本金が１億円を超える法人等、労働保険の電子申請が義務付けられている事業場に

ついては、今年度の年度更新から申告書の送付がなくなりますので、電子申請での申告をお

願いします（別添４参照）。 
電子申請を利用していない事業場については、当局労働保険徴収室、各労働基準監督署及び

集合受付会場（別添５参照）での受付や郵送による受付も行っています。 

 

労働保険料の納付（支払）については、「口座振替納付」又は昨年度から年度更新でも利用

可能となりました「電子納付（Ｐａｙ－ｅａｓｙ）」が便利です。 

 

※１「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。 

※２ 手続の詳細は、右の二次元バーコードを読み取り、石川労働局ホームページ 

の掲載内容をご覧ください。 

Press Release 

【照会先】 
石川労働局 総務部 
労働保険徴収室 
室  長  杉中 典之 
室長補佐  的場 紀斉 
電  話  076(265)4422 

石 川 労 働 局 発 表 
令和８年５月 29 日（金） 
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令和８（202６）年４月１日から令和９（202７）年３月31日までの雇用保険料率は以下

のとおりです。

事業主・被保険者の皆さまへ

令和８（202６）年度 雇用保険料率のご案内

LL0８０３１２保01

＜令和８年度の雇用保険料率＞

（枠内の下段は令和７年４月～令和８年３月の雇用保険料率）

負担者

 事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

②
①＋②

雇用保険料率
事業主負担

失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業

の保険料率

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

（令和７年度） 5.5/1,000 9/1,000 5.5/1,000 3.5/1,000 14.5/1,000

農林水産・
清酒製造の事業

6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

（令和７年度）
6.5/1,000 10/1,000 6.5/1,000 3.5/1,000 16.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

（令和７年度）
6.5/1,000 11/1,000 6.5/1,000 4.5/1,000 17.5/1,000

※

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一
般の事業の率が適用されます。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更に

なります（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になり

ます。）。

• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000です（建

設の事業は4.5/1,000です。）。

（赤字は変更部分）
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コラボキャラクター：

貝社員アサリ

イメージキャラクター：

ペパレス執事

労働
保険 電子申請電子申請電子申請

令和２年４月から特定の法人について電子申請が義務化されました。令和２年４月から特定の法人について電子申請が義務化されました。

カンタン・スピーディー
に申請 !

ムダな時間やコストも
削減 !

いつでもどこでも手続
可能 !

カンタン・スピーディー
に申請 !

ムダな時間やコストも
削減 !

いつでもどこでも手続
可能 !

Gビズ IDなら
電子証明書なしで
労働保険年度更新が
可能！

GビズIDなら
電子証明書なしで
労働保険年度更新が
可能！

軽すぎて
飛んでっちゃうっす～！

軽すぎて
飛んでっちゃうっす～！

労働
保険は

アドバイザーが無料で初期設定をお手伝いします。
令和 8年度電子申請未利用事業場アドバイザー事業
詳細確認やお申し込みはホームページから！
https://denshi-shinsei.jp/

無料で
初期設定を
お手伝い
します。

無料で
初期設定を
お手伝い
します。

スマホ
からは
コチラ !

ⓒ 2026 TOHO CINEMAS LTD./DLE

オンラインにアッサリ乗り換えよう
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0円
時間 場所費用

1時間 日本全国
どこでも

労働保険の電子申請に関する詳細は特設サイトへ
メール ：denshi-shinsei@pasona.co.jp
電　話：03-6261-2321

株式会社パソナ

程
度

無料無料無料
初期設定初期設定初期設定 お手伝いお手伝いお手伝い

アドバイザーアドバイザーアドバイザーでで がが
をを しますします

0円 1時間程
度

日本全国
どこでも

お先に 
失礼しま～す！
お先に 

失礼しま～す！

ご案内します！

ご案内します！

わたしが
かけつけます！

無
駄
な
コ
ス
ト
は

ぼ
く
が
ガ
ブ
っ
と

事前準備の
不安や不明点を
解消します！

日本中
どこへでも
お伺いします。

紙
は
私
が

食べ
ちゃい

ま
す
ね
。

紙
は
私
が

食べ
ちゃい

ま
す
ね
。

0円

費 用

1時間程度
時 間

日本全国
どこでも

場 所

星 座 アドバイ座 好 物 電子化によって不要になった紙
名 前 ペパレス執事

電子申請の便利さを世に広めるべくデンシ新星からやってきたヤギの執事。
性格はとても温厚。特に労働保険を電子申請する際の初期設定に詳しく、
丁寧に教えてくれる。あたまの角でWi-Fiを受信していて通信環境良好！

アドバイザー
に相談する

オンライン
セミナーに
参加する

お好みの方法でご参加いただけます。

自己紹介文
・初期設定や操作に不安がある

・調べる時間がないので教えて欲しい
・次の年度更新に向けて準備したい
・訪問・オンラインが選べます

・どんな内容なのか聞いてみたい
・自社でも導入可能なのか確認したい
・会社への上申用に勉強したい

03-6627-9989FAX

労働保険電子申請アドバイザー申込書（FAX用）

※セミナー日程は随時更新しているため、ホームページをご参照ください。

事業場名

労働者数
TEL メールアドレス

（担当者）

住所
〒　　　　ー

フリガナ

フリガナ

担当者名

予約希望
アドバイザー

セミナー

電子申請は簡単・便利！
オンラインで24時間いつでも
申請や届出ができます。

無料で
初期設定を
お手伝いします

スマホでも！

令和6年度電子申請未利用事業場アドバイザー等電子申請普及促進事業

https://denshi-shinsei.jp/ ：mail@denshi-shinsei.jp
事務局問い合わせ先
株式会社バックスグループ
受託会社

：03-6628-2275TEL
Mail

令和２年４月から特定の法人について電子申請が義務化されました。ⓒ 2026 TOHO CINEMAS LTD./DLE

労働保険電子申請アドバイザー申込書 (FAX用 )

FAX 03-6261-2322

〈キリトリ〉

フリガナ フリガナ

FAXでお申し込みの場合は、
上記内容をご記入の上、
右のFAX番号まで送信ください。

フリガナ

事業場名

TEL

労働者数

住所

担当者名

〒 ー

メールアドレス
(担当者)

受託会社

事務局お問い合わせ先



労働保険の年度更新に、電子申請を利用しましょう！

年度更新期間中は、都道府県労働局等の受付窓口が混雑しますが、電子申請はいつでもどこでも
待ち時間なく申請が可能です。また、前年度に入力した内容をそのまま使えるなど、新しく記入
する手間を減らせます。ぜひ電子申請の利用をご検討ください！

事前準備

電子申請の開始に必要な初期設定のお手伝い等を、
無料で行っています。ぜひご活用ください！
詳細は労働保険の電子申請に関する特設サイトを
ご覧ください！→

「e-Gov」電子申請から該当の手続を検索し、電子申請をしましょう。

「電子申請」を
クリック！

電子申請の進め方

都道府県労働局・労働基準監督署

電子申請には、①電子証明書またはGビズIDの取得、➁パソコンの環境設定
（ソフトのインストール）など、事前準備が必要です。
電子証明書は、申請者が送信する電子データが原本であること、改変されて

いないことを証明するためのものです。
必要な事前準備をまとめたガイドブックを厚生労働省ホームページ
に掲載しています。ご参照ください！ （ＱＲコードはこちら→）

実際に電子申請してみましょう！

具体的な電子申請の操作方法について、マニュアルを
厚生労働省ホームページに掲載しています。ご参照ください！→

電子申請にはメリット
がたくさん！！

「手続検索」を
クリック！

検索のキーワードに
「年度更新申告」と入力し
「検索ボタン」をクリック！

裏面もご覧ください

01matoban
フリーテキスト
別添４



労働保険の電子申請が義務付けられている事業場は、

今年度（令和８年度）の年度更新から
申告書の送付が廃止になりました！

〇 資本金が１億円を超える法人等は、その全ての事業
場について、電子申請での申告が法令で義務付けられ
ています※。

〇 電子申請が義務付けられている事業場においては、
今年度（令和８年度）の年度更新から、申告書の送付
はありません。電子申請での申告をお願いします。

（電子申請が義務付けられていない事業場でも、電子申
請を利用できます！） 

電子申請の義務化とは

電子申請義務化対象事業場については、今年度（令和８年度）の年度更
新から申告書の送付はありません。対象の事業場には、申告書の代わりに
電子申請に必要な情報を記載した「労働保険 概算・増加概算・確定保険
料申告 電子申請情報通知書」を送付しておりますので、電子申請での申
告をお願いいたします。
なお、納付書については引き続きお送りいたしますので、金融機関・郵

便局にて労働保険料・一般拠出金を納付いただく際にご利用いただけます。

※ 以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により申告が可能です。所管の都道府県労働局労働保険徴収課
（室）へご相談ください。
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立
した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合

（電子申請が義務付けられている法人）
○資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する
拠出金の額が１億円を超える法人

○相互会社（保険業法）
○投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律）
○特定目的会社（資産の流動化に関する法律）

電子申請の進め方は、表面をご覧ください＞＞

客観的に電子申請を行うことが不可能であると認められる場合（※）を除
き、窓口で申告書の発行もいたしません。
「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書」が

届いたが、資本金が１億円を下回る等、電子申請義務化の対象ではない場合
は、所管の労働局までお問い合わせ願います。



金沢労働基準監督署管内

7 月 7 日 火

7 月 8 日 水

7 月 9 日 木

7月10日 金

小松労働基準監督署管内

6月17日 水 　小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

6月18日 木 　加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

6月24日 水 　小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

7 月 1 日 水 　小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

7 月 2 日 木 　加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

七尾労働基準監督署管内

6月15日 月 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

6月22日 月 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

6月26日 金 ハローワーク羽咋　2階会議室 羽咋市南中央町キ105-6

7 月 2 日 木 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

7 月 6 日 月 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

穴水労働基準監督署管内

6 月 11日 木 10：00～15：00 輪島地方合同庁舎　４階　共用会議室 輪島市鳳至町畠田99-3

6月18日 木 10：30～12：00 ハローワーク能登　２階会議室 鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2

6月25日 木 10：00～15：00 輪島地方合同庁舎　４階　共用会議室 輪島市鳳至町畠田99-3

場　　　　　　　　所

　　　　七尾労働基準監督署　労災課　　　　〒926-0852　七尾市小島町西部２　七尾地方合同庁舎２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（0767）52-3294

　　　　穴水労働基準監督署　労災課　　　　〒927-0027　鳳珠郡穴水町字川島キ84　穴水地方合同庁舎２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（0768）52-1140

日          時 場　　　　　　　　所

日          時 場　　　　　　　　所

10：00～15：30 金沢駅西合同庁舎　６階 第１会議室 金沢市西念3-4-1

　　　　金沢労働基準監督署　労災第二課　　〒921-8013　金沢市新神田4-3-10　金沢新神田合同庁舎３階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（076）292-7938

　　　　小松労働基準監督署　労災課　　　　〒923-0868　小松市日の出町1-120　小松日の出合同庁舎７階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（0761）22-4317

10：00～15：00

場　　　　　　　　所日          時

10：00～15：00

日          時

令和８年度 労働保険年度更新申告書 集合受付日程

石川労働局からのお知らせ

石川労働局 総務部 労働保険徴収室
〒920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎５階

電話番号（076）265-4422

労働保険年度更新には、便利な電子申請（e-Gov）をご利用ください。
（GビズIDアカウントは、無料で取得できます。）

下記の日時・場所において集合受付会場を設置いたしますので、最寄りの会場で申告いただくことも可能です。

各労働基準監督署、石川労働局労働保険徴収室では、常時受け付けを行っています。

電子申請特設サイト

常時受付（8：30-17：15）

常時受付（8：30-17：15）

常時受付（8：30-17：15）

常時受付（8：30-17：15）
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